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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年８月４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２３年５月３日 ０４時３０分ごろ 

発生場所 山口県長門市今
いま

岬
みさき

南東方沖  

今岬灯台から真方位１４０°３００ｍ付近 

（概位 北緯３４°２４.９′ 東経１３１°０７.９′） 

事故調査の経過  平成２３年５月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 立
たて

神
がみ

丸、０.７９トン 

 ＹＧ３－４６８２４（漁船登録番号）、個人所有 

 ５.１６ｍ（Lr）×１.４０ｍ×０.５０ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、漁船法馬力数３０、昭和５７年６月２７日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５２年６月１０日 

  免許証交付日 平成２３年５月１１日 

         （平成２５年１０月２０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 機関濡損（廃船処理） 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、今岬南東方沖の漁場に向かい、同漁場

で船首を西方（陸側）に向けて船外機を中立とした状態で漂泊し、平成２

３年５月３日０４時２５分ごろから瀬の付近の水深約３ｍのところに入れ

ていた長さ約１００ｍの刺し網の揚収作業を始めた。 

船長は、それまで風が弱く海面が平穏であったが、右舷船首部で北西方

向（右舷前方）に入れていた刺し網を約４０ｍ手繰
た ぐ

り寄せて揚げた頃、右

舷後方から来た波により船体が揺れたので、その場に屈み込んだのち、船

外機がある船尾部に行こうとしたとき、０４時３０分ごろ、本船が右舷後

方から波高約２～３ｍの大波を受けて一瞬にして転覆した。 

 船長は、転覆した本船に閉じ込められたが海面に浮上することができ、

泳いで付近の海岸に上がり、所持していた防水型の携帯電話で家族に連絡

し、帰宅後に海上保安部に通報した。 

本船は、転覆後、浅瀬に乗り揚げたが満潮時に自然離礁し、僚船により

長門市黄波
き わ

戸
ど

漁港にえい
．．

航された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風速 約２m/s、視程 約６km、水温
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約１４℃ 

海象：北東～東北東方からの波高約２～３ｍの波浪（事故発生時）、潮汐

干潮時 

 その他の事項  船長は、救命胴衣、雨衣及び長靴を着用していた。 

 本船の刺し網は、長さ約２０ｍ、幅約１.５ｍの網が５枚つながってい

た。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

なし 

あり 

 本船は、今岬南東方沖の瀬の付近で漂泊して刺

し網を揚収中、右舷後方から波高約２～３ｍの波

浪を受けたことから、転覆したものと考えられ

る。 

本船は、瀬の付近の水深約３ｍのところで操業

していたことから、沖からの波が水深の浅くなっ

た瀬の付近で波高が高くなった可能性があると考

えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、今岬南東方沖の瀬の付近で漂泊して刺し網を

揚収中、右舷後方から波高約２～３ｍの波浪を受けたため、転覆したこと

により発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

・瀬の付近の水深が浅い所で操業する際は、沖からの波が水深の浅くな

った瀬の付近で波高が高くなることがあるので、波の状況に注意して操

業すること。 

・本事故では、防水型の携帯電話を所持していたので、携帯電話が海水

に濡れたのちも使用することができたことから、万一に備え、防水型の

携帯電話を所持することが望ましい。 

 




